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■柏市住生活基本計画（改定） 策定スケジュール等 

 

１．改定の目的・位置づけ 

（１）改定の目的 

本市は、「住みたい 住み続けたい みんなにやさしいまち かしわ」を基本理念とした

「柏市住生活基本計画」を平成 23年３月に策定し、総合的に住宅施策を推進してきていま

す。 

この間、全国的には人口減少社会が進展する中で、本市は人口増加が続いていますが、

今後人口が減少に転じることが予測されています。また、社会経済状況が大きく変化して

いる中で、高齢化が急速に進展し、空き家の増加や東日本大震災をはじめとした大規模な

災害の発生など、安全に安心して暮らせる住宅・住環境の整備は大きな課題となっていま

す。 

国は、平成 18 年に閣議決定した住生活基本計画（全国計画）を、平成 23 年の改定を経

て、平成 28 年 3 月に平成 28 年度から令和 7 年度までを計画期間として定めています。こ

の計画では、新たに３つの視点から８つの目標を設定した新たな住宅政策の方向性が示さ

れています。 

千葉県は、「みんなでつくろう！ 元気なちばの豊かな住生活～次世代に引き継ぐ豊かな

地域社会と住まいの実現～」を理念とする千葉県住生活基本計画を平成 29年３月に改定し

ています。 

本市においては、「柏市第五次総合計画」をはじめ、各部門の個別計画を策定・改定して

います。 

これらを背景として、福祉と連携した総合的な居住支援やまちづくりとの連携など、新

たな住宅施策の推進が求められています。そのため、今後の住宅施策を総合的に推進して

いくために「柏市住生活基本計画」を改定します。 
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（２）計画の位置づけ 

本計画は、「柏市第五次総合計画」を上位計画とし、住宅・住生活に係わる基本的な考え

を示すものとして、まちづくり、福祉、環境などの関連計画と連携を図りながら、住宅・住

生活に係わる基本的な考え方を示すものです。 

また、本計画は、住生活基本法に基づく住生活基本計画（全国計画）及び千葉県住生活

基本計画（都道府県計画）の内容を踏まえた計画としての性格も有しています。 

 

■計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画期間 

本計画の計画期間は、令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間とします。社会情勢等

の変化に対応するため、概ね５年を目途に中間見直しを行うなど、必要に応じて適切に対

応していきます。 

  

柏市住生活基本計画 

（改定） 

住生活基本計画 

（全国計画） 

千葉県住生活基本計画 

（都道府県計画） 

柏市第五次総合計画 

柏市公営住宅等 

長寿命化計画 

・柏市地方創生総合戦略 

・柏市都市計画マスタープラン 

・柏市立地適正化計画 

・柏市低炭素まちづくり計画 

・柏市空家等対策計画 

・柏市耐震改修促進計画 

・柏市地域健康福祉計画 

・柏市公共施設等総合管理計画 

等 
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２．策定スケジュール（案） 

 

  庁内検討会  検討委員会  検討事項 

９月       

10月       

11月       

12月       

１月       

２月       

３月       
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（第１回） 
住宅及び住環境を取り巻く
現況の把握等 

第１回 

第１回 

第２回 

第２回 

第３回 

第３回 

パブリックコメント 

第４回 

第４回 

（第２回） 
改定・住生活基本計画の 
施策体系について 

（第３回） 
改定・住生活基本計画 
（素案）について 

（第４回） 
改定・住生活基本計画 
（案）について 

改定・住生活基本計画 策定 


